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MANAGEMENT SERVICE

NEWS
LETTER 　2021年11月号のニュースレターをお届けします。

　掲載内容に関してご不明な点等があれば、当事務所

までお問い合わせください。

サリーレグループ

|  サリーレグループ  |  〒371-0801 群馬県前橋市文京町3-25-12  【サリーレ労務管理事務所】  　TEL：027-253-7588（代）／FAX：027-253-7589 　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【サリーレ群馬税理士法人】  　TEL：027-223-8160（代）／FAX：027-223-1910      
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2026年5月号のニュースレターをお届けします。
掲載内容に関してご不明な点等があれば
当事務所までお問い合わせください。
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◆さらに活用しやすくなりました！中小企業省力化投資補助金
◆迷うな決断！迫る期限　今こそ事業承継税制の特例の活用を
◆福利厚生の充実を税制が応援　そのお悩み食事補助で解決できるかも!?
◆令和8年度業務改善助成金のご案内
◆人材確保に悩む事業主の皆さまへ　雇用管理に助成金を活用しませんか？
◆4月から努力義務となった治療と就業の両立支援
◆中小企業経営者の3割は70歳代以上
◆M&A譲渡し情報
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令和8年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引上げ計画

設備投資等の計画
（機械設備導入やコンサル

ティングなど）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事
業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金が、令和８年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業所ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引上げ期間申請期間

交付決定年度の１月31日
令和８年９月１日～

申請事業所に適用される地域
別最低賃金発効日の前日

令和８年９月１日～
申請事業所の都道府県において
適用される地域別最低賃金の
発効日の前日又は同年11月30日

のいずれか早い日

申請期限と賃金引上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。
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助成上限額・助成率

助成上限額

４/５
事業場内最低賃金
1 , 0５0円未満

３/４
事業場内最低賃金
1 , 0５0円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,050円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
６か月間平均における利益率が前年度
と比べ３％ポイント※以上低下してい
る事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、パソコ
ン等の新規導入が認められる場合があります。
詳しくはP3の「助成対象経費の特例」をご
覧ください。

助成上限額

引き上げる

労働者数

事業場内

最低賃金

の引上げ

額

コース

区分
事業場規模

30人未満

の事業者

右記以外

の事業者

４０万円３０万円１人

50円
以上

５０円
コース

７０万円４０万円２～３人

７０万円７０万円４～５人

９０万円９０万円６～７人

１１０万円１１０万円８人以上

１３０万円１３０万円10人以上※

５０万円４０万円１人

70円
以上

７ 0 円
コース

１００万円５０万円２～３人

１３０万円１３０万円４～５人

１８０万円１８０万円６～７人

２３０万円２３０万円８人以上

３００万円３００万円10人以上※

１００万円９０万円１人

90円
以上

9 0 円
コース

２４０万円１５０万円２～３人

２７０万円２７０万円４～５人

３６０万円３６０万円６～７人

４５０万円４５０万円８人以上

６００万円６００万円10人以上※
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人材確保に悩む事業主の皆さまへ

このコースは、事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等（労働者の業務負担の軽減が図ら

れる機器・設備等）の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合

に最大230万円（賃金要件を満たした場合は最大325万円）を助成する制度です。

雇用管理に助成金を活用しませんか？
人材確保等支援助成金 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースのご案内

助成内容および助成額

上限額 （ ※ 1 ・ 2 ）
助成額 ・助成率

（ ※ 1 ）
導入が必要なメニュー

80万円
（100万円）

40万円
（50万円）

a 賃金規定制度（※４）

（賃金表の整備）

A 雇用管理制度の導入

b 諸手当等制度

（資格手当などの導入）

c 人事評価制度

（人事評価制度の導入）

20万円
（25万円）

d 職場活性化制度

（メンター制度等の導入）

e 健康づくり制度

（人間ドックの実施）

150万円
（187.5万円又は
225万円）（ ※ ３ ）

対象経費の

1/2
（62.5/100又は

75/100）

B 業務負担軽減機器等の導入

（労働者の業務負担の軽減が図られる機器・設備等の導入）

（※１）括弧内の金額は、賃金要件（３％以上、５％以上又は７％以上）を満たした場合の助成額又は助成率。なお、賃金要件（３％以

上）については別途一定の要件を満たす必要がある。また、賃金要件（７％以上）は業務負担軽減機器等の導入に限る。

（※２）上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限額

（※３）助成率が対象経費の62.5/100である場合の上限額は187.5万円、対象経費の75/100である場合の上限額は225万円

（※４）「a 賃金規定制度」は中小企業が対象

具体的な活用事例

①賃金要件加算なし
合計80万円諸手当等制度（40万円） ＋ 職場活性化制度（20万円）

＋ 健康づくり制度（20万円）

②賃金要件加算あり （ ７％以上の賃上げの場合）

合計３2５万円賃金規定制度（50万円） ＋ 諸手当等制度（50万円）

＋ 雇用環境整備（対象経費の1/2（上限２２5万円）)

LL0８040８確0１
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支給までの流れ

➊ 雇用管理制度等整備計画を策定

提 出 期 間 内 に 本 社 の 所 在地 を管 轄 する 都道 府 県労 働 局へ 提 出・ 認 定

➋ 雇用管理制度または業務負担軽減機器等の導入・実施

雇 用 管 理 制 度 等 整 備 計 画の 実 施期 間 内に 導 入・ 実 施

❸ 離職率の低下目標を達成

雇 用 管 理 制 度 等 整 備 計 画期 間 の末 日 の翌 日 から 12 か月 経過 す るま での

期 間 の 離 職 率 が 、 目 標 値 を達 成 し てい るこ と

➍ 助成金の支給（最大230万円）

賃 金 要 件 を 満 た し た 場 合 は最 大３ 2 ５ 万円 の 支給

申請・お問い合わせ先

詳 し い 支 給 要 件 、 手 続 き な ど の 詳 細 に つ い て 、 ご 不 明 な 点 は 、 以 下 を 参 考 に
し て い た だ く か 、 最 寄 り の 都 道 府 県 労 働 局 ま で お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

助成金のお問い合わせ先・申請先
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawa

se2.html

都道府県労働局・ハローワーク

助成金の詳細

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite 
/bunya/0000199292_00005.html
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80  

0.1 2.1 11.8 25.5 27.5 24.9 8.1
1.5 15.7 28.9 28.4 19.5 6.0

0.1 2.0 11.9 27.3 27.6 24.1 7.0
0.5 4.6 19.4 31.7 29.3 12.4 2.1
0.1 1.7 11.0 31.6 30.9 19.5 5.3
0.2 2.0 12.6 27.7 27.9 23.4 6.3
0.0 2.0 10.5 23.7 25.2 27.6 11.0
0.3 1.7 8.8 18.1 26.5 27.6 17.1

  0.0 2.1 11.3 24.2 31.1 26.6 4.7
0.2 3.1 8.9 23.3 28.6 29.3 6.6
0.0 2.4 13.0 26.8 25.7 25.0 7.1

 0.1 1.6 13.4 30.9 28.8 21.7 3.7
 2019 0.1 2.3 12.2 21.4 28.2 29.3 6.7

2024  

salire22
長方形

salire22
長方形

bolton023
鉛筆



業種 所在地 売上高 譲渡希望額

化学製品卸 関東地方 10億円以上～ 応相談(s)

整形外科 関東地方 5億円未満 応相談(m)

受託開発ソフト 関東地方 2～3億円 応相談(s)

建築設計業 関東地方 1億円程度 応相談(s)

空調設備工事 関東地方 5～10億円 応相談(s)

機械工具 関東地方 2～5億円 応相談(s)

訪問看護／居宅介護支援 関東地方 6,500万円 応相談

M　＆　A　譲　渡　し　情　報    

お問い合わせ先　㈱北関東M＆Aサポート　☎ 027-260-8630




